
徳島市水道局鉛製給水管取替工事助成金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、徳島市水道事業の給水区域内に残存している鉛製給水管（以下

「鉛管」という。）の解消を図るため、給水装置に使用されている鉛管を取り替え

る工事に要する費用の一部を、予算の範囲内において助成することに関して、必要

な事項を定める。

（助成の対象）

第２条 助成は、次に掲げる要件に該当する工事（以下「対象工事」という。）を行

う場合に、給水装置の所有者に対して行う。

(1) 徳島市水道局指定給水装置工事事業者（以下「指定工事業者」という。）が施

工する工事であること。

(2) 配水管から分岐して設けられた給水装置に使用されている鉛管を、指定された

材質の給水管に取り替える工事（建築物の新築又は改築を目的とした水道局メー

ターから給水装置の末端までの改造工事を含む。）であること。

(3) 道路部分の残存管は、同時撤去を基本とし、公道残存給水管撤去工事仕様書の

取扱いに準じて行う工事であること。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の対象と

ならない。

(1) 同一給水装置において、既に助成を受けているとき。

(2) 官公署及びこれに準じる公共工事等に該当するとき。

（助成金の額）

第３条 助成金の額は、対象工事１件につき、工事費の２分の１の額とする。ただし、

次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 道路部分に鉛管が残存し、道路掘削が必要な工事の場合 １０万円

(2) 前号以外の工事の場合 ２万円

２ 前項の規定による助成金の額に、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

（助成金の交付申請）

第４条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、対象工事

の施工前に、鉛製給水管取替工事助成金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」

という。）を水道事業管理者（以下「管理者」という。）に提出しなければならな

い。ただし、特別な理由により管理者が認める場合は、工事の施工後であっても申

請することができる。



２ 申請者は、将来的に配水管布設替工事が行われても異議の申し立てを行わないこ

とを誓約する。

３ 申請書等の必要書類の提出については、申請者から対象工事の委任を受けた指定

工事業者が行う。

（交付の決定）

第５条 管理者は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付の

可否を決定し、鉛製給水管取替工事助成金交付・不交付決定通知書（様式第２号）

により申請者に通知する。

（工事完了検査等）

第６条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、対象工事施工後、鉛製給水管取替工事完了届（様式第３号）に次に掲げ

る書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 工事写真（鉛製給水管取替工事の施工内容が確認できるもの）

(2) 請求書（様式第４号）

(3) 工事費に係る領収書の写し

(4) 公道切替に伴う戸番図調査表

(5) その他管理者が必要と認めるもの

（助成金交付）

第７条 助成金は、対象工事の完了検査終了後速やかに、交付決定者名義の預金口座

に振り込む。

（助成金の返還）

第８条 管理者は、申請者が偽り、その他不正な行為により助成金の交付決定を受け

たときは、助成金交付決定を取り消し、既に交付した助成金の返還を命ずるものと

する。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。








